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Ⅰ．藤元木材株式会社管理山林の概要 

 

１．森林の所有者   ①藤元良喬／所有森林 108.60ha 

（宮崎県宮崎市在住） 

 

②藤元良一／所有森林 21.69ha 

  藤元木材㈱、エースランド㈱代表取締役社長 

（藤元良喬氏の長男／宮崎県宮崎市在住） 

 

  ③藤元木材株式会社／所有森林 43.76ha 

（代表取締役･藤元良一／宮崎県宮崎市） 

 

④エースランド株式会社(総合レジャー施設)／所有森林 12.89ha 

（代表取締役･藤元良一／宮崎県宮崎市） 

 

                                     (単位 ha) 

森林所有者 所有森林面積 内 保安林面積 

藤元 良喬      １０８．６０    ７３．４５ 

藤元 良一     ２１．６９     ６．５７ 

藤元木材株式会社     ４３．７６    ３９．５４ 

ｴｰｽﾗﾝﾄﾞ株式会社     １２．８９    １２．８９ 

   計    １８６．９４   １３２．４５ 

 

 

２．森林の管理者：  藤元木材株式会社 

 

 

３．認証の区域    ： 宮崎県宮崎市高岡町田ノ平 他（宮崎市／国富町／綾町／清武町／１市３町） 

                   －位置図添付 

 

４．森林の面積    ：  １８６．９４ha(宮崎市９７．１７ha／国富町６０．１２ha 

／綾町１３．５８ha／清武町１６．０７ha) 

 

 

５．団地数        ：  １３団地   （宮崎市／国富町／綾町／清武町／１市３町） 
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６．森林資源の構成 

 

【樹種・齢級別資源構成表】                            
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７．認証対象森林の沿革・概要 

 

（１）地域の概要 

藤元木材株式会社管理山林の森林認証申込地域は、大淀川地域森林計画区内に位置している。同計

画区は、県の中部から南西部までの範囲に及び、宮崎地域、西諸県地域、北諸県地域を包括している。   

藤元木材株式会社管理山林は、この中の県の中部・「宮崎地域」に位置し、宮崎市、国富町、綾町、

清武町の１市３町にまたがっている。 

  この宮崎地域は、大部分が宮崎平野の南部に含まれ比較的平坦である。河川沿いには広範囲にわたり

段丘や扇状地が形成され、下流域に沖積平野が広がっている。しかし本地域の南部には鰐塚山（１,１

１８ｍ）、双石山（５０９ｍ）、西部には 掃部岳（１,２２３ｍ）、釈迦ケ岳（８３１ｍ）等があって起

伏に富んだ急峻な地形となっている。青島から南部の海岸には、砂岩、泥岩互層が波の浸食を受けて出

来た波状岩があり、日南海岸を代表する景観を形成している。河川は大淀川が多数の支流を集めて、計

画区のほぼ中央を西から東へ貫流するほか、清武川、加江田川の中小河川が日向灘に注いでいる。 

  地質は、第三期の四万十累層群上部に属するものが、中央から北部の山間部、宮崎市高岡町南部から

清武町南部の山間部などに分布し、宮崎層群が宮崎平野の丘陵地、双石山周辺等に広く見られる。 

  土壌は、宮崎県中部の藤元木材株式会社管理山林については、全体的に稜線部に乾性褐色森林土壌が

分布しており、森林の生育に適した土壌となっている。 

  また、宮崎地域の平均気温は約 18℃、年平均降水量は約２,４００ｍｍで、比較的温暖多雨な気象条

件は、林木の生育に好適な環境となっている。 

 

 （２）森林の沿革 

   認証対象となる森林は、主に藤元木材株式会社の製材事業の主製品であった枕木生産のため、戦前

戦後全伐した広葉樹林伐採跡地に、戦後の拡大造林事業で植栽している。スギを主体とした人工林資

源は現在成熟期を迎え、質的に充実した収穫可能な段階を迎えている。 

   平成 16 年４月１日を始期とする全国森林計画に即し、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度

に発揮させるため、重視すべき機能に応じた「水土保全林」、「森林と人との共生林」、「資源の循環利

用林」の３つに区分けされることとなったが、認証対象林は、このうち「水土保全林」、「資源の循環

利用林」の２つにゾーニングされ、森林整備の事業計画事項を定めている。 

   認証対象森林の適切な保育管理は、木材資源の効率的な循環・利用や森林の公益的機能を重視し、

主に間伐事業を通して森林の健全な育成に努めている。 

 

（３） 対象森林－各所有山林の概要 

①藤元良喬氏の所有山林 

認証対象森林の 58％を占めている。先代の藤元源次の所有林の相続もあり、高齢級の森林の多く

は藤元良喬所有林である。 

 

②藤元良一氏の所有山林 

  良喬氏の長男。昭和 50 年に会社経営に参画した時点以降から山林取得。①及び③の隣接山林の

取得が多い。近年、清武川水域の山林を取得している。 
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③藤元木材株式会社の所有山林 

    認証対象森林の 23％を占めている。戦後の山林取得は会社林として多くを取得している。 

 

④エースランド株式会社の所有山林 

      昭和 47 年、藤元木材株式会社製材工場跡地に、複合レジャー施設を建設。昭和 60 年から企業の

メセナ活動として、山林を取得。 

 

 

（４）森林の現況（各団地･機能区分･制限林･保護林等） 

    所有者ごとの現況は下記の通りである。全体面積は１８６．９４ｈａ、 うち１３２．４５ｈａ

は保安林になっている。認証対象森林内には、保安林以外の制限林はない。 

 

                                               （単位：ｈａ・ｍ） 

所有者名 藤元良喬 藤元良一 藤元木材㈱ エースランド㈱ 計 

森林面積 108.60  21.69  43.76  12.89  186.94  

  スギ 91.55  20.09  32.84  12.89  157.37  

  ヒノキ 14.92  1.60  9.73  0.00  26.25  

  その他 2.13  0  1.19  0.00  3.32  

水土保全林 0.00  0.18  0.00  0.00  0.18  

資源循環林 108.60  21.51  43.76  12.89  186.76 

共生林 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

保安林面積 73.45  6.57  39.54  12.89  132.45  

  水源かん養 1.09  1.52  32.32  0.00  34.93  

  土砂流出防備 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

  干害防備 72.36  5.05  7.22  12.89  97.52  

林道＋作業路 9,550  1,000  3,000  1,000  14,550  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

（５）森林の管理体制    

    認証対象森林の管理は、藤元木材株式会社が、すべての森林所有者の森林施業を一括受託し「森

林施業計画」（団地共同／平成 20～25 年）を樹立した上で、藤元木材株式会社管理山林として適正

に管理されている。同社の２名の専業社員が年間を通して、間伐作業、風倒木処理、台風被害地の

植林及び下刈り、間伐予定地の除伐、間伐調査全てを実施している。間伐作業については一部、日

岡林業（宮崎市／認定事業体申請中）にも委託している。 

    藤元木材株式会社としては、林業機械はバックフォー０．１（グラップル、巻き取り装着）１台

とフォワーダ（運材機やまびこ）を２台所有している。 

 

 

８．林道・作業道 

      総延長：14,550 ｍ  路網密度：  77 m/ha 

 

 

９．伐採搬出の方法 

利用間伐、択伐等を繰り返し行い林内照度を高め、主林木の成長促進と下層植生や林縁植生の維持

を図るが、水源機能・山地災害防止機能・保健休養機能を維持するため、機材による伐出作業につい

ては林地保全に留意。また間伐前の林内の下刈は、作業に影響する箇所のみにとどめ、特に林縁の植

生にはその保全に留意している。 

 

〈利用間伐〉 

伐　採
チェンソー

 

造　材
チェンソー

 

 

路網もよく整備されていることから、林内で伐採・造材後、ほとんどウィンチ、フォワーダのみで

集材可能であるが、事業体(日岡林業／宮崎市)に作業委託する場合は、架線集材を行うこともある。

土場に集積し、５t または、10ｔ車等でまとめて運搬している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
運 材 

フォワーダ 

    集 材 

 グラップル 

  
（ウィンチ付） 
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11．施業履歴（過去５年間）            

 

施業履歴                                            （単位：ｈａ・ｍ） 

事業種名 １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 計 

地拵え 0 0 0 3 0 3 

植林 0 0 0 0 3 3 

下刈 2 2 2 2 2 10 

除伐 12 12 5 9 10 48 

保育間伐 0 0 0 0 0 0 

作業路開設 500 300 1200 400 1500 3900 

 

 

12.素材生産量（過去５年間）（m３） 

 

素材生産量                                          （単位：ｍ３） 

  １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 計 

素材生産量（間伐） 120  541  704  475  1,346  3,186  

素材生産量（主伐） 120  0  0  139  38  297  

 

 

13．森林被害の記録（過去５年間）の記録 

                                                  （単位：ｈａ） 

  １５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度 計 

病虫害 0 0 0 0 0 0 

獣 害 0 0 0 0 0 0 

森林火災 0 0 0 0 0 0 

気象害（台風） 0.2 4 2 2 1 9.2 

 

【獣害への対応】 

ヒノキやクヌギへのノウサギ、ニホンジカの食害については、当管理山林内においては、0.3ha ほ 

どの幼齢林分に見られるが、補植で辛抱強く対処している。今後将来的に、再造林地が増加し、数 
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値に現れるほどの被害が想定される場合には、防護柵を設置なども検討することとしている。 

 

【台風被害への対応】 

被害予防のためテレビ等の気象情報に注意し、異常気象が発生した場合は林内を巡回し、災害が発

生した場合は専門家・関係機関の指導を受け対処することとしている。 

 

【森林火災】 

   過去 5 年間、森林火災被害はないが、 火災予防対策として森林巡視を実施している。    
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14．認証対象森林の経営方針 

  認証対象森林における「経営方針」は、次の通りとしている。 

 

持続可能な林業経営を第三者に評価してもらう中で、当管理山林の林業経営の方針を明文化し、施業 

の効果を検証しながら、認証森林の存在が市民共有の財産として重要な存在であることを裏付けしてい

く。  

同時に、環境資材である認証林産物の販売のため、安定供給・販路確保など、積極的に推し進めてい

く。また、森林認証の普及と認証森林の拡大のため、関係機関に協力を求めていく。 

 認証森林の林業経営にあたっては、ＳＧＥＣの基準・指標、森林管理に関する法令、大淀川流域森林 

施業計画の施業基準を遵守し、地域林業の積極的な経営を行うため以下の経営方針を実行していく。 

 

（１）林業経営 

林業経営に当たっては、「森林に関する法令及びＳＧＥＣの基準・指標」を遵守し、森林の持つ公益

的機能を発揮させるため、以下の方針により適正な森林整備を実施する。先々代から受け継いだ森林を

「１００年生の森づくり」をテーマに適正に管理しながら、林業の持続的経営を維持していく。従って、

人工林においては、20 齢級までは、常に 10 年ごとに 20～30％の間伐作業を実施することを基本とし、

認証材を生産する。20 齢級以降は主に常緑広葉樹の下層木を育成し、スギ・ヒノキを主体とした混交林

を育成し、優良大形木の生産をめざす。天然林についてはわずか 3.05ha であるが、生物多様性の保全

のため自然の推移に委ねる。 

管理山林においては、構成員相互の情報交換、現場研修により、安全第一をモットーとし、低コスト

施業の方法及び出材方法を研究・実施していく。さらに地域林業の担い手として、環境に配慮しながら

間伐作業を繰り返し、認証森林の価値を高め、優良材生産の安定供給を行っていく。 

 

（２）公益的機能の維持・増進 

  針葉樹林においては、間伐の実施を徹底し、６齢級以降からは施業前の下草の刈り払いは最小限にと

どめ、下層植生の育成に努める。特に林縁植生には留意する。台風被害等により皆伐した林分において

は、伐採後２年以内に必ず植栽する。 

  尾根筋の林分において、風衝地、岩石地等造林木の優良な生育の見込めない箇所は、保護樹帯として

設定し、防災・砂防機能を強化する。 

  沢筋には水辺林を設定し、間伐等で多種な樹木の生育を促し、水資源の保全や土砂流出防止機能を維

持する。 

 

（３）地域社会 

  認証森林の存在は、地域の森林が市民共有の財産として存在する証しである。認証森林の価値の重要

性の認知活動や、認証森林面積の拡大、認証材流通の拡大のため、情報公開、広報活動、森林環境教育

を行うとともに、関係機関にも協力を求めていく。 
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13．環境方針 

藤元木材株式会社管理山林では、地球温暖化の防止、水土保全、生物多様性の保全など、持続可能な林

業経営をめざして、次のとおり、取り組むこととしている。 

（１）環境保全に関する法令を遵守し、林業経営と環境保全の両立をめざす。 

（２）適切な森林整備に取り組み、森林の多面的な機能の維持・向上を図る。 

（３）施業の実施にあたっては、土壌及び下流域での水資源の保全に努める。 

（４）保護樹帯、水辺林の設置など動植物の生息・生育環境の保全に努める。 

（５）適切な森林整備に取り組み、森林の二酸化炭素を吸収する機能を高めるとともに、国産材・地域

材の循環利用を促進し、地球温暖化防止に貢献する。 

（６）施業の実施にあたっては、化石燃料の使用削減に努める。大気汚染物質や廃棄物は、発生の抑制

に努めるとともに、地域で定められた方法により、適切に処理する。 

（７）森林病害虫防除にあたり、林業薬剤を使用する場合は、適切な管理のもと、必要最小限の量とす

る。 

（８）モニタリングを実施し、継続的に森林の状況及び林内に生息・生育する動植物を把握する。貴重

な動植物が発見された場合は、必要な保護対策を行う。 

（９）調査研究・教育のため、地方自治体、研究機関から協力要請があった場合は、可能な限り協力す

る。 

（10）生物多様性の保全に関する知識の習得に努め、林業従事者に研修の機会を設ける。 

 

 

14．施業基準の概要 

森林の整備に当たっては、森林のおかれている自然的、社会的、経済的諸条件と森林のもつ木材等

生産、水源かん養、山地災害防止、地球温暖化防止、野生動植物の生育の場、保健休養や環境教育の

場の提供等の各機能を総合的かつ高度に発揮させるため、各団地の「市町村森林整備計画」に基づき、

森林を重視すべき機能に応じた水土保全林、森林と人との共生林、資源の循環利用林の３つに区分し、

それぞれに適した施業を行うものとしている。 

各団地の施業基準はそれぞれの属する市町森林整備計画書のとおりであり、基本的な施業基準は次

のとおりとしている。 

  （１）水土保全林 

この森林では、水源かん養、山地災害の防止機能を重視し、間伐等の重点的な実施やその実施に

必要な作業道等の整備、さらには長伐期施業や複層林施業、間伐等を積極的に推進することとする。 

（２）森林と人との共生林 

    この森林では、森林とのふれあいの場を提供するため、落葉広葉樹等の天然更新を進め、伐採に

当たっては景観を損ねないように留意しながら、歩道等の整備を促進することとする。ただし、今

回の認証対象林の中には、「森林と人との共生林」に区分される森林はない。 

  （３）資源の循環利用林 

    認証対象森林のほとんどが、「資源の循環利用林」に区分されている。対象森林エリアは、スギ人

工林率が高く、木材資源を循環的に利用する観点から、既存人工林の適切な施業と伐採跡地の的確

な更新を推進し、あわせて林道・作業道の整備についても推進することとする。 
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【主伐、間伐に対する考え方】 

イ.主伐 

長伐期施業については、１００年を越えてから小面積皆伐（５ha以下）を行い、植栽による更新を行

う施業と、間伐を繰り返し樹下植栽を行い、複層林施業を行うとする２つの方法をとる。個々に伐期齢

が定められた人工林においては、５ha以下の小面積皆伐を行う。ただし、保安林は、指定施業要件の定

めによる。 

枯損木、倒木等は、生物多様性の保全を考慮して、可能な範囲で残す。 

尾根筋や沢筋、岩石地や急斜面などの造林木の優良な生育が見込めない箇所は、保護樹帯、水辺林と

して設定し、既存の広葉樹などの伐採を行わないで育成し、台風等気象災害の防止などの役割を持たす

とともに、生物多様性の保全に努める。 

天然林では、原則的に支障木などの単木的な伐採にとどめ自然の推移に委ねる。更新は天然更新又は

その林地に適した樹種を植える。 

 

口.間伐 

人工林においては、主伐を実施するまでの間は、間伐(保育間伐及び利用間伐)を繰返し行うものとす

る。長伐期施業林分については、１００年生に達するまでは10年に一度の割合で、約20％～30％の間伐

作業を繰り返し行い、林内照度を高め、植栽木の成長促進と下層植生や林縁植生の維持を図る。 

間伐前の林内の下刈りは、作業に影響する箇所のみにとどめ、特に林縁の植生にはその保全に留意す

る。また、貴重な野鳥の営巣が確認されればその周辺の伐採を避け、繁殖を妨げないよう配慮する。 

尾根筋の林分において風衝地、岩石地等、造林木の優良な生育が見込めない箇所は、保護樹帯として

設定し、間伐率の小さい間伐を繰り返しながら既存の広葉樹などの伐採を行わないで、台風等気象災害

の防止などの役割を持たすとともに、生物多様性の保全に努める。枯損木、倒木等は、生物多様性の保

全を考慮して、可能な範囲で残す。沢筋には水辺林を設定し、間伐を行うなどして、多種な樹木の生育

を促す。その他の天然林では自然の推移に委ねるが、状況(気象災害等)によっては、手を加えることも

あり得る。 

 

16．地域との連携 

   宮崎県、東郷町と連携して、「森とむらふれあい体験事業」を実施し、市民向けの森林体験活動を通 

じて、地域振興に寄与してきた。今後もさらに、 県、市、町、森林所有者、森林組合、森林管理署 

等と連携を密にして、森林施業の共同化、林業後継者の育成、地域産材の需要拡大等、長期展望に立 

った取り組みを計画的に推進することとしている。 

 

17．森林環境教育 

   藤元木材株式会社の森林ボランティア活動「宮崎県森とむらの会」（１９９４年３月から活動）では、 

管理山林や県内の林業推進地域での市民向けの森林環境啓発運動を、県内各地の行政や関係機関行っ 

てきた。また今後さらに、小・中・高校が森林で体験学習が行えるよう、森林所有者の協力を得て、 

体験の場となる森林を確保し、指導者や年齢層に応じたプログラム開発等を推進することとしている。 
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Ⅱ．審査経過 

 

１．藤元木材株式会社管理山林の審査経過 

 

藤元木材株式会社管理山林の審査は、(社)全国林業改良普及協会の野田昭一、鳥越貞雄、宇佐美均の

３名が担当した。 

 

【審査申込】 

平成 20 年５月９日／審査申込 

（内 容） 

１．『緑の循環認証会議』SGEC 森林認証の考え方 

２．基準・指標・ガイドラインの説明 

３．審査手順及び毎年の管理審査の説明 

４．審査申込書の受付 

５．確認資料の説明 

 

【認証審査】 

平成 20 年６月４日／書類確認及び「現地企画審査」 

平成 20 年８月 21～22 日／書類確認及び「現地確認審査」 

 

（場 所） 

   藤元木材株式会社管理山林（認証対象森林）、宮崎県中部農林振興局、宮崎中央森林組合事務所等関

係事業体 

（審査員） 

   (社)全国林業改良普及協会 審査員  児島 裕 

        同       審査員  野田昭一 

        同       審査員  宇佐美均 

        同      専門審査員 鳥越貞雄  

（出席者） 

   藤元木材株式会社    代表取締役   藤元良一  

   宮崎中央森林組合    森林整備係   本田智光 

   宮崎県中部農林振興局  林務課     大田原潤一 

 

 

（内 容） 

審査申込書及び提出資料を確認の上、対象森林の自然条件、地域的特性、施業状況、社会環境を把握す

るため、抽出した現地で下記内容の認証審査を行った。 
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１．「森林認証部会認証対象森林」の現地確認。 

２．認証対象森林の管理状況の把握。 

３．森林の概況・林業・林産業の状況について聞き取り及び関連資料の確認。 

４．地域森林計画及び市町村森林整備計画の確認。 

５．森林簿・及び森林計画図の現地照合。 

６．地域での労働安全対策と実施状況について森林組合関係者から聞き取り 

７．管内の希尐野生動植物の生息状況についての聞き取り 

８．希尐野生動植物の保護地等・保護状況について 

９．地域における森林環境教育・レクリエーション活動について 

 

 

平成 20 年９月 19 日／審査委員会 

 

（委員名） 

元東京大学教授・農学博士       山根明臣 

元東京農業大学教授・農学博士     河原輝彦 

木構造振興（株）専務取締役・農学博士 西村勝美 

東京農工大学教授・農学博士      土屋俊幸 

(社)林木育種協会理事長        真柴孝司 

 

（事務局） 

(社)全国林業改良普及協会 専務理事  渡辺政一 

(社)全国林業改良普及協会       児島 裕 

(社)全国林業改良普及協会       野田昭一 

(社)全国林業改良普及協会       山下友一 

 

(内容) 

「審査要件」及び「確認審査」内容に基づいた審査結果を審査委員会に諮り、審査判定を行った。 

 

  提示資料及び現地確認審査による審査判定表の内容から、藤元木材株式会社管理山林の認証対象森林

は、SGEC 森林認証に値する森林であるものと認められた。 

  

  （判定内容については、判定事由書参照） 
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【確認資料一覧】 

 

１．管理山林参加同意書 

２．大淀川地域森林計画書 

３．大淀川森林計画区域図 

４．宮崎市森林整備計画 

７．国富町森林整備計画 

８．綾町森林整備計画 

９．清武町森林整備計画 

10．認証対象森林の森林簿、森林計画図 

11．認証対象森林の森林施業計画書 

12．森林認証対象森林の施業計画認定書（写し） 

13．団地別林相現況図 

14．管理山林経営方針 

15．管理山林環境方針 

16．生物多様性の保全を考慮した施業指針 

17．モニタリング調査実施要領 

18．作業完了時巡視報告書 

19．施業実施仕様書 

20．作業現場における油類の取扱マニュアル 

21．林業薬剤管理マニュアル 

22．安全作業マニュアル 

23．安全衛生及び健康管理マニュアル 

24．林野火災予消防マニュアル 

25．災害時の緊急連絡システム緊急連絡先一覧表 

26．「宮崎県版レッドデータブック」 

27．「宮崎県 野生動植物の保護に関する条例」（平成１５年度版） 
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Ⅲ．判定事由書 

 

藤元木材株式会社管理山林の審査における判定事由 

 

【森林認証審査判定】 

 

「企画審査」により、ＳＧＥＣの定める基準・指標・ガイドラインに準拠した全林協審査判定表「藤元木

材株式会社管理山林」のとおり、66 項目を「審査要件」として決定した。 

「審査要件」に基づき「現地確認審査」を行い、審査判定について審査委員会に諮ったところ、藤元木材

株式会社管理山林は、認証に価すると判定された。 

 なお、審査委員会により、下記４項目について、「向上目標」が付記された。 

 

【向上目標】 

１．「モニタリング調査実施要領」によるモニタリングを継続的に実施することにより、認証対象森林に生

息・生育する動植物の把握及び記録に努めること。 

 （基準２－２） 

 

２．モニタリングの励行により、団地ごとの経済的、社会的、生態的な特性を十分に把握し、長期的な森

林管理の目標を達成するために、きめ細かな林分管理計画の策定に努めることが望まれる。 

 （基準４－１） 

 

３．現場作業者への生物多様性の保全に関する研修を行うとともに環境配慮に対する意識を共有すること。 

  (基準５－３)  

 

４．モニタリングを継続的に実施することにより、所有山林の状態を常に把握するよう努めること。その

結果は、今後の森林施業に役立てること。 

  (基準７－１) 
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基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

１－１．土地、森林資源などの所有者・管理者が明確である。 

 

 １－１－１／妥当である 

森林認証の対象森林は、大淀川地域森林計画内の「宮崎地域」に位置し、宮崎市、国富町、綾町、清武町

の１市３町にまたがっている。藤元木材株式会社管理山林は、４名の森林所有者(うち２名は株式会社)で

構成されており、13 団地、186.94ha である。同社は、全ての森林所有者の森林施業を一括受託し、「森林

施業計画」(団地共同)を樹立しており、森林簿、森林計画図をもとに、林分を現地で明確に確認できる。 

 

１－２．対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、 樹種又は林相、

林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 

 １－２－１／妥当である 

「森林簿」が常備され、5 年ごとの森林施業計画によって更新されている。 

 

１－３．対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 

 １－３－１／妥当である 

森林現況調査により森林計画図を樹種別(ヒノキ・スギ・広葉樹など)に色分けした「団地別林相現況図」

(1/5,000)を常備しており、対象森林の位置は、現地及び図面上で明確であることを確認した。 

 

１－４．森林計画制度の森林施業計画あるいはそれに準じた管理計画が樹立されている。管理計画の中で、

森林所有者等が自らの意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されている。 

 

 １－４－１／妥当である 

４名の所有者の森林で構成される認証対象森林は、団地共同により森林施業計画の認定を受けおり、「森林

施業計画書」（平成 20～平成 25 年）及び認定書の写しを常備している。森林管理の基本方針は、森林施業

計画書の計画事項の｢森林施業の実施に関する長期方針｣により確認した。 

 

 １－４－２／妥当である 

認証対象森林は「地域森林計画」及び「市町森林整備計画」に基づいた森林施業計画により、水源かん養

機能又は山地災害防止機能を重視する「水土保全林」、木材等の生産機能を重視する「資源の循環利用林」

に区分され、各々「目指すべき林相」と施業の考え方が明示され、森林の管理・施業はそれを遵守してい

る。さらに「経営方針」を定め、「１００年の森づくり」をテーマにした管理方針を定めている。 

 

 １－４－３／妥当である 

「環境方針」を策定し、地球温暖化の防止、水土保全、生物多様性の保全など、持続可能な森林経営をめ

ざした取組の内容を定めている。「生物多様性の保全を考慮した施業指針」(以下、施業指針)において、環
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境に配慮した管理の基本方針を定めている。 

 

１－５．森林管理計画に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

 １－５－１／妥当である 

認証対象森林の管理は、藤元木材株式会社が、すべての森林所有者の森林施業を一括受託し「森林施業計

画」を樹立した上で、藤元木材株式会社管理山林として適正に管理されている。同社の２名の専業社員が

年間を通して、間伐作業、風倒木処理、台風被害地の植林及び下刈り、間伐予定地の除伐、間伐調査を実

施している。間伐作業については一部、日岡林業（宮崎市／認定事業体申請中）にも委託しているが、同

社は間伐施業に熟練した技術を備えており、全体として、適切な森林管理を実行できる体制を確認した。 

 

 １－５－２／妥当である 

同社管理山林の「経営方針」において、適切な森林整備の実施や環境資材である認証林産物の販売のため

の安定供給・販路確保など、積極的な活動を多方面に展開していくことを同社管理山林構成員の共通の目

標と定め、経営内容の継続的改善に意欲的である。 

 

基準２ 生物多様性の保全 

 

２－１．生物多様性保全のための計画は、ランドスケープレベルの管理方針が定められて いるとともに、

主要な森林タイプについて林分レベルの管理方針が定められている。 

 

 ２－１－１／妥当である 

同社管理山林の「環境方針」において、生物多様性の保全等に資するための基本的な方針を示すとともに、

「施業指針」により、認証対象森林の大部分を占める人工林における施業基準、天然林の保護樹帯等とし

ての保全など生物多様性に配慮した森林整備の推進方向が定められている。また具体的なモニタリングの

実施要領も定められている。 

 

 ２－１－２／妥当である 

広葉樹等の天然林は３ha ほどであるが、「施業指針」において、保護樹帯・水辺林を設定し、支障木など

の単木的な伐採にとどめ、原則として天然更新に委ねるとし、景観保全にも配慮した施業を行っている。 

 

２－２．対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、 

 草地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められている。 

 

 ２－２－１／妥当である (向上目標) 

森林計画図を樹種別（スギ・ヒノキ・その他広葉樹等）に色分けした「林相現況図」（1/5000）を常備し

ている。これまで認証対象森林の動植物の調査は行われていない。今後、モニタリングを継続的に実施す

ることにより、「貴重な動植物の存在が確認されれば、速やかに行政機関、研究機関に報告し、その保護に

努める」こととしている。  
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 ２－２－２／妥当である 

対象森林は戦後の拡大造林事業により、現在スギを主体とする人工林資源が成熟期を迎えており、大きな

渓流、水辺林はないが、｢施業指針｣において、「多様な生物の生息・生育地になるなど生物多様性に重要な

尾根筋の広葉樹、沢筋の広葉樹は保護樹帯、水辺林として整備保全を図る」こととしている。 

 

２－３．絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が 

 図られていること。 

 

 ２－３－１／妥当である 

「宮崎県版レッドデータブック」、｢宮崎県野生動植物の保護に関する条例｣等を常備している。また、「モ

ニタリング調査実施要領」を定め、巡視時及び作業完了時に、モニタリング調査を継続的に実施し、「林内

に生息・生育する動植物の把握及び記録に努める」としている。また｢施業指針｣において、貴重な動植物

が生息・生育することが確認された場合は、行政機関に連絡し、専門家の意見を聞いた上で保護マニュア

ルを定め、必要な保護対策をとることとしている。                                                            

 

 ２－３－２／妥当である 

「施業指針」において、「貴重な野鳥の営巣が確認されれば、その周辺の伐採を避け、繁殖を妨げないよう

な配慮をする」及び｢枯損木、倒木等は、生物多様性の保全を考慮して、可能な範囲で残す」と定めている。

現地においても、天然林内にシイの大木が意図して保存され、昆虫・鳥類の生息場となりうる広葉樹林が

保全されていることを確認した。 

 

２－４．下層植生を含め自然植生の保護に努めること。 

 

 ２－４－１／妥当である 

認証対象森林地域には、ニホンジカ、サル、イノシシ等が生息しているが、｢施業指針｣において、｢下

層植生や林縁植生の保全に留意すること｣と定め、現状においても除・間伐が適切に行われ、林縁植生及び

下層植生は良好であり、生育環境が維持されている。 

その他の希尐動植物については、情報収集を開始しており、確認された場合は、「施業指針」の｢保護上

重要な動植物の保護｣により保護対策を講ずることとしている。 

 

２－４－２／妥当である 

シカ等の鳥獣の狩猟については、｢鳥獣保護法｣に基づいて、適正に行われている。環境方針において「貴

重な動植物が発見された場合は、必要な保護対策を行う」こととし、山菜や有用植物の採取に際しては、

持続可能なレベルを超えず、不適切な活動については、森林巡視等により防止している。 

 

 ２－４－３／妥当である 

造林樹種は、宮崎県推奨の苗木を選定しており、対象森林への外国産等の樹種の導入はない。 
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 ２－４－４／妥当である 

林道･作業道の作設に際しては、「施業指針」において「林道規程を遵守する」｢作業道は切り土法面の低い

施行に努める｣｢可能な限り間伐材等の生物系資材を有効利用するとともに、小動物の生育･繁殖を妨げない

ように努める｣こととしている。 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

３－１．土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画や実施過程における悪影響を

最小化する。 

 

 ３－１－１／妥当である 

「施業指針」において、「人工林は、主伐を実施するまでの間は、間伐をくり返し、林内照度を高め、植栽

木の成長促進と下層植生や林縁植生の維持を図る。主伐は小面積皆伐(５ha 以下)を行い、集運材は、地表

面の保護・流失防止に努め、安全で効率的な作業を行うなど、環境への影響を尐なくする方法が採用され

ている。 

 

 ３－１－２／妥当である 

地域森林計画及び市町村森林整備計画によって、土壌・水系の保全のために配慮が必要な場所は「水土保

全林」として区分され、施業の基本的方法とともに公益的機能別森林区域図に明示されている。特別な配

慮が求められる地区については、「水源かん養保安林」「干害防備保安林」に指定され、指定施業要件が厳

格に設けられている。また、認証対象森林については、各計画図に土壌・水系等の保全が必要な地区が明

記され、必要な措置がとられている。                                                               

 

３－２．伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護 

 樹帯を設けている。 

 

 ３－２－１／妥当である 

｢施業指針｣において、｢尾根筋や沢筋、岩石地や急斜面などの造林木の優良な生育が見込めない箇所は、保

護樹帯、水辺林として設定し、既存の広葉樹などの伐採を行わないで育成し、台風等気象災害の防止など

の役割を持たすとともに、生物多様性の保全に努める」としており、計画図に基づいて、現地において保

護樹帯が適正に残されていることを確認した。 

 

 ３－２－２／妥当である 

保護樹帯の植生は、シイ、カシ等の常緑広葉樹、モミ等の常緑針葉樹林等の立地条件に適合した天然林で

あることを現地において確認した。また、針葉樹人工林の間伐の際には、｢施業指針｣により、｢尾根筋の林

分において風衝地、岩石地等、造林木の優良な生育が見込めない箇所は、保護樹帯として設定し、間伐率

の小さい間伐を繰り返しながら既存の広葉樹などの伐採を行わない｣とし、現地においては、適切な間伐に

より、林内が明るく広葉樹が侵入し、自然植生が維持されていることを確認した。         
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３－３．森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流出防止機能などへの影響を考慮し、地表

面の保護が図られるよう慎重に配慮されている。 

 

 ３－３－１／妥当である 

山地災害の防止、水源かん養機能等の機能を重視する森林は、地域森林計画及び市町村森林整備計画にお

いて、「水土保全林」とされ、同社管理山林｢経営方針｣は上記の基準・指標に適合している。なお、保安林

等制限林の指定施業要件は、遵守されていることを確認した。 

 

 ３－３－２／妥当である  

集運材は、「施業指針」により、「近隣の水資源や土砂流失防止などへの影響を考慮し、地表面の保護・流

失防止に努める。常に安全で効率的な作業を行い、機械の排気による大気汚染を軽減する」とし、搬出に

際しては、間伐委託先の事業体・日岡林業の作成した「伐採・搬出作業マニュアル」に基づき、｢搬出路の

開設は、河川等の汚濁防止並びに土砂等の流出防止を図るため、地形になじんだ線形とし、切盛土量を極

力抑えるとともに沢の横断を避ける。林地保護のため搬出路面に枝条を敷設するなど配慮する｣と定め、現

地においてもこの方針が確認できた。 

 

３－４．林業機械に用いる、燃料、オイルその他の汚染物質および農薬など化学物質が 

 水系に流出しないよう注意を払うこと。 

 

３－４－１／妥当である 

燃料・オイル類は、関係法令及び同社管理山林「作業現場における油類の取扱いマニュアル」に基づき、

適切な管理のもと使用している。 

林業薬剤はほとんど使われていないが、病虫害の蔓延や獣害がある場合など、やむを得ず使用する場合は、

森林病害虫等防除法及び「林業薬剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、最小限の林業薬剤を

使用することとしている。 

 

３－５．林道等の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

 

 ３－５－１／妥当である 

「施業指針」により「作業道・巡視道の開設においては、林道規程等の基準を遵守し、河川等の汚濁防止

並びに土砂等の流出防止に努めるとともに、可能な限り木材等の生物系資材を利用し、環境への配慮に努

める」としている。路線の選定にあたっては、「切盛土量が尐なくなるよう線形とし、大きな沢の横断、擁

壁等恒久的工作物を必要とする箇所は極力避ける」ことに努めていることを現地において確認した。 

 

基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

４－１．経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理計画を作成し、

適切な実行体制が整備されている。 
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 ４－１－１／妥当である 

「環境方針」の中で、「地球温暖化の防止、水土保全、生物多様性の保全など、持続可能な林業経営をめざ

す」と定め、この中で「適切な森林整備に取り組み、森林の多面的な機能の維持・向上を図る。土壌及び

下流域での水資源の保全に努める。森林の二酸化炭素の吸収機能を高め、国産材・地域材の循環利用を促

進し、地球温暖化防止に貢献する」等を掲げて、公益的価値を充分認識した上で、森林管理を実行してい

る。 

 

 ４－１－２／妥当である (向上目標) 

資源状況等をより詳細に把握するため、「モニタリング調査実施要領」及び「巡視報告要領」を作成して実

行に当たり、団地ごとのきめ細かな管理計画の策定に努める意向である。各団地とも「森林簿」が常備さ

れており、５年おきの森林施業計画樹立の際の森林調査により、更新されている他、森林の利用区分に基

づいて間伐中心の施業により、長期的な森林管理の持続性に配慮している。 

 

４－２．伐採量は森林の機能区分別に指定された森林施業計画認定基準の範囲内であり、 適正に配置さ

れている。 大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、それ

が持続できるよう定められている。 

 

 ４－２－１／妥当である 

「森林施業計画書」の伐採計画の範囲内で、伐採を行っている。伐期は個々の林分ごとに定めており、間

伐の繰り返しにより、持続可能な森林経営をめざしている。 

森林施業計画書の「森林の現況並びに伐採計画及び造林計画」に箇所毎の伐採方法、伐採率、伐採面積・

材積、伐採予定時期を含む収穫予定表が明示されていることを確認した。 

 

 ４－２－２／妥当である 

伐採方法などは、「市町村森林整備計画」の施業基準に基づいている。「森林施業計画書」の伐採計画に基

づいて、伐採を行っている。「生物多様性を考慮した施業指針」が作成され、この中で、長伐期施業につい

て、可能な箇所では間伐をくり返し樹下植栽を行い、複層林施業を実施すること、造林木の優良な生育が

見込めない箇所では、既存の広葉樹を残し、育成することを定めている。また、間伐の際には、広葉樹を

極力残し、下層植生や林縁植生の維持を図っている。 

 

 ４－２－３／妥当である 

認証対象森林はすべて、森林施業計画認定森林であり、森林施業計画書の伐造計画に基づいて、伐採を行

っていることを確認した。 

 

４－３．伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、 施業の履歴を

踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

 

 ４－３－１／妥当である  

最近５年間の施業履歴に、伐採と更新の実績が記録されている。伐採後は２年以内に「適地適木」の原則
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に基づき、地域在来の苗木を植えている。なお、更新期間は、「市町村森林整備計画」に基づいていること

を確認した。 

 

 ４－３－２／妥当である 

更新方法などは、｢市町村森林整備計画｣に準拠している「施業指針」によって定められている。また更新

予定は、各団地の「森林施業計画書」の造林計画に基づいている。 

 

 ４－３－３／妥当である 

｢施業指針｣において、その場所にあった樹種を選ぶ適地適木を原則とするとことを明記し、また原則的に、

宮崎県産の苗木を使用している。    

 

 ４－３－４／妥当である 

｢施業指針｣において、「植え付け後は、巡視等によりその知に根付かなかった苗木が確認された場合、すみ

やかに新しい苗木を補植する」と定め、実行している。 

 

４－４．天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画が樹立され、的確な更新施業が行われ

ている。 

 

 ４－４－１／妥当である 

｢施業指針｣における天然林の取り扱いについては、「大淀川地域森林計画」及び「市町村森林整備計画」の

内容と整合性が図られている。｢施業指針｣において、「尾根筋や沢筋の天然林は、保護樹帯として設置し、

保全していく」こととしている。また天然林では、原則として、有用樹の単木的な収穫・利用にとどめ、

天然更新、自然の推移に委ねることを原則としている。 

 

 ４－４－２／妥当である 

｢施業指針｣において、「天然林では、支障木など単木的な伐採にとどめ自然の推移に委ね、必要最小限の伐

採を行う。更新は天然更新又はその林地に適した樹種を植える。天然下種更新の場合、天然稚樹の発生・

生育が不充分な箇所について、必要に応じて地表処理、刈出し、植え込み等を行うものとする。ぼう芽更

新の場合は、目的樹種のぼう芽の発生状況を考慮し、必要に応じて芽かきや苗木の植え込みを行うものと

する。」こととしている。 

 

４－５．期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われて 

 いる。 

 

 ４－５－１／妥当である 

「施業指針」において、保育の方法を定めており、適切な保育作業が行われている。除間伐に際しては、

林内に広葉樹が適度に残されていることを現地において確認した。 
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 ４－５－２／妥当である 

最近５年間の施業履歴に保育の実績が記録されており、その実施状況を現地で確認した。 

「森林施業計画書」の保育計画に基づいて、今後、保育を行う予定である。 

 

４－６．目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されている。 

 

 ４－６－１／妥当である 

森林施業計画における伐造計画に間伐箇所と箇所毎の伐採率、数量、間伐予定時期が明示され、計画に準

拠して間伐が行われていることを確認した。 

 

 ４－６－２／妥当である 

間伐の実行については、「施業指針」により、その方法、伐採率等を定めており、その中で広葉樹、枯れ木

等を残すことを定めている。 

 

 ４－６－３／妥当である 

最近５年分の施業履歴に、保育間伐、収入間伐(素材生産)の実績が記録されており、各団地の現況に照ら

して適切な間伐が行われていることを確認した。 

 

４－７．森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、法令などを順

守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

 

 ４－７－１／妥当である 

病虫獣害の防除については、「施業基準」により、森林病害虫等防除法、および鳥獣保護法等の関係処方例

に基づいて行うものとしている。なお、やむを得ず林業薬剤を使用する場合は、「林業薬剤管理マニュアル」

に基づき、適切な管理のもと、最小限の林業薬剤を使用することとしている。 

 

 ４－７－２／妥当である 

森林被害及び対処措置を確認した。その内容は、次の通りである。 

 獣害：わずかに認める、気象害：台風被害９．２ha  

獣害については、ニホンジカによるものが幼齢林に見られるが、幼齢林自体がわずかで数値化するほど

ではない。台風被害については復旧造林や間伐による森林整備等を行った。 

                          

４－７－３／妥当である 

林業薬剤は極力使用しないこととしているが、林業薬剤を使用する場合は、森林病害虫等防除法及び「林

業薬剤管理マニュアル」に基づき、適切な管理のもと、最小限の林業薬剤を使用にとどめることとしてい

る。 
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４－８．山火事に対する適切な予防と被害への対処が図られている。 

 

 ４－８－１／妥当である 

認証対象森林における巡視及びモニタリングについては、現場担当者が、各団地の巡視を行い、森林災害

の被害状況並びに森林の現状を報告する体制をとっている。また、「林野火災予防マニュアル」の中で、予

防に対する事業現場での対応を定め、「消防団、関係機関が実施する消防訓練にはできる限り参加すること」

としている。 

 

 ４－８－２／妥当である 

「林野火災予防マニュアル」において、地域の消防団、関係機関が実施する消防訓練にできる限り参加す

ること、消化機材を用意すること、火災が発生した場合の連絡体制等、林野火災の予防対策、火災時の具

体的な対応策を決めている。 

 

 ４－８－３／適用除外 

過去５年間、森林火災の発生はなく、該当なしと認められる。 

 

基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

 

５－１．日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 

 ５－１－１／妥当である 

認証対象森林における森林管理及び環境保全に関する法令及び条例が明確になっており、遵守されている

ことを確認した。 

 

 ５－１－２／妥当である 

現地確認の際、森林管理上必要な法令集、「林野小六法」「環境六法」「環境法規総覧」等が事務所内に常備

されていることを確認した。 

 

５－２．地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されている。 

 

 ５－２－１／適用除外 

聞き取りにより、認証対象森林には慣習的な利用権がないことを確認した。このため、審査委員会により、

審査要件から除外した。 

 

 

 ５－２－２／適用除外 

聞き取りにより、認証対象森林には慣習的な利用権がないことを確認した。このため、審査委員会により、

審査要件から除外した。 
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５－３．管理計画の実行に当たり、雇用者、委託者や林業従事者に対して生物多様性や 

 労働安全などに関して適切な訓練と指導を行っている。 

 

 ５－３－１／妥当である （向上目標） 

「環境方針」で、｢生物多様性の保全に関する知識の習得に努め、林業従事者に研修の機会を設ける｣とさ

れているとともに、「施業指針」では、保護上重要な動植物の把握とともに、生物多様性に関する研修の機

会を設けることと定めている。     

 

 ５－３－２／妥当である 

「安全作業マニュアル」、「安全衛生及び健康管理マニュアル」を定め、これに基づき、作業を行う者に対

する安全衛生及び健康管理教育を実施している。また、林業・木材製造業労働災害防止協会等が実施する

研修会・講習会には積極的に参加していくものとしている。 

 

５－４．従業員に対する社会保障、必要な訓練の実施、健康と安全の確保を図られている。 

 

 ５－４－１／妥当である 

藤元木材株式会社の管理者及び従業員、各森林所有者、その他事業体の現場作業者が、法律で義務づけら

れた社会保険に加入していることを確認した。 

 

 ５－４－２／妥当である 

同社管理山林は、「安全衛生及び健康管理マニュアル」を定め、安全衛生推進体制を組織化している。各種

安全教育が行われている。また災害時の緊急連絡システムが確立されていることを確認した。 

 

基準６ 社会・経済の便益の維持及び増進 

 

６－１．緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関係者等との連携

を図り、地域経済の振興に努める。 

 

 ６－１－１／妥当である 

認証対象森林は、藤元木材株式会社及び今回認定される事業体・日岡林業によって伐採・搬出されること

になる。原木は、既に製材加工で認定事業体となっている都城木材㈱（都城市）、同じく認定事業体である

工務店・アイ・ホーム㈱(宮崎市)等に出荷されることとなり、今後の認証森林の適正な管理と認証材の安

定供給、適正な分別・表示管理が期待されている。認証取得後は、藤元木材株式会社及び各森林所有者が

一体となって森林認証材の普及・啓発に努めることとしている。 

 

 ６－１－２／妥当である 

同社管理山林では、生産現場ごとに原木を明確に分別管理し出荷している。また間伐や素材生産を委託す

る日岡林業は、分別表示の事業体認定も同時に申請しており、分別・表示のための的確な管理体制をしい

て、認証材の管理を行うこととしている。日岡林業では「認証林産物の分別・表示管理方針書」及び「分
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別・表示管理計画」を定めており、需要者に適正に供給できる分別・表示管理体制を確立していることを

確認した。 

 

 ６－１－３／妥当である 

現地調査により、作業路の法面や路面の要所は、間伐材の土留めや横断溝、路肩は間伐材等が敷設され、

間伐材が積極的に利用されていることが確認できた。 

 

６－２．市民に自然に触れ合う機会/場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境教育、安全などへ

の指導および対策が整備されている。 

 

 ６－２－１／妥当である 

藤元木材株式会社が行っている森林ボランティア活動「宮崎県森とむらの会」（１９９４年３月から活動）

では、管理山林や県内の林業推進地域での市民向けの森林環境啓発運動を、県内各地の行政や関係機関と

連携して行ってきた。小・中・高校が森林で体験学習が行えるよう、森林所有者の協力を得て、体験の場

となる森林を確保し、指導者や年齢層に応じたプログラム開発等を推進することとしている。また、一般

者の入山に際しては、熟練した案内者が複数同行し、安全に配慮しているとともに案内板等が整備されて

いることを確認した。 

 

 ６－２－２／妥当である 

認証対象森林では、林内の要所に案内標識を設置するなどして、入山者に山火事防止、ゴミの持ち帰りな

ど、マナーの啓発に努めている。 

 

６－３．森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林においては、適切な対応が

とられている。 

 

 ６－３－１／妥当である 

市町村森林整備計画では、｢森林と人との共生林｣に区分されている森林はないが、認証対象森林では、シ

イタケ原木としてクヌギ林や、面積的にはわずかであるがシイ、カシ、モミ等の天然林を維持するなど、

多様な森林づくりに取り組んでおり、景観的に望ましい森林配置となっている。また自然歩道、登山道、

ハイキングコースなどがある場合、景観保全にも配慮した施業を実施することとしている。 

 

 ６－３－２／適用除外 

認証対象森林には、「森林と人との共生林」として区分されている森林や公的制度により制約がある森林が

ないことを確認したため、審査用件から除外した。 

 

 ６－３－３／適用除外 

現地確認により、認証対象森林には、大規模な森林レクリエーション施設が設置されていないことを確認

した。このため、審査要件から除外した。 
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６－４．文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている。 

 

 ６－４－１／適用除外 

対象森林内に指定文化財や学術上重要な森林等は無いことを確認した。 

 

 ６－４－２／妥当である 

認証対象森林では、これまでも、所有山林の一部を展示林、見本林として森林教室等に活用してきている。 

 

６－５．対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献できるよう努め

ている。 

 

 ６－５－１／妥当である 

環境方針において、｢適切な森林整備に取り組み、森林の二酸化炭素を吸収する機能を高めるとともに、国

産材･地域材の循環利用を促進し、地球温暖化防止に貢献する｣としており、間伐を積極的に実施し、林床

の受光性を高め、下層植生の育成や広葉樹の再生を図っており、森林の二酸化炭素固定能の向上に寄与し

ている。 

 

 ６－５－２／妥当である 

同社管理山林「環境方針」において、温暖化防止の観点から化石燃料の使用削減に努めることとしている。 

 

基準７ モニタリングと情報公開 

 

７－１．管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施すること。 

モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じて見直しが図られている。 

 

７－１－１／妥当である（向上目標） 

環境方針において、「モニタリングを実施し、継続的に森林の状況及び林内に生息・生育する動植物を把握

する。貴重な動植物が発見された場合は、必要な保護対策を行う｣とされている。そのため、具体的なモニ

タリング手順及びチェックリストを作成した｢モニタリング調査実施要領｣を定めて、実施することとして

いる。 

 

７－２．地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行っている場合、その調

査に対する協力体制が整っている。 

 

 ７－２－１／妥当である 

第３者機関によるモニタリングは実施されていないが、環境方針において、「調査研究・教育のため、地方

自治体、研究機関から協力要請があった場合は、可能な限り協力する｣を定めており、今後積極的な対処に

努めていくことが確認できた。 
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７－３．対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業 

 種別、年度別、所在場所別に施業記録が残されている。 

 

 ７－３－１／妥当である 

最近５年間の施業履歴と森林被害の記録が整備されていることを確認した。                                               

７－４．森林管理計画とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要については一般に公

開することを原則とする。 

 

 ７－４－１／妥当である 

管理計画や種々の施業記録等については、公開の要請があった場合には、原則として公開する考えである。

視察や新聞等マスコミの取材も積極的に受け入れ、情報公開に努めている管理計画や種々の施業記録等に

ついては、公開の要請があった場合には、原則として公開する考えである。視察や新聞等マスコミの取材

も積極的に受け入れ、情報公開に努めている。 


